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古賀市役所 管財課 管財係  ０９２－９４２－１１６８(直通) 

単身で入居できる※条件があります 

お部屋が増えました 

千鳥団地と花見団地の３階～５階のお申込みが可能になりました。 



                                          

お申込みの皆様へ（必ずお読みください） 
 

●市営住宅は市民共有の財産です。 

市営住宅は、住宅に困っている人たちの生活の安定と福祉の増進を図るために整備されたものです。 

公営住宅法や古賀市営住宅条例等に基づいて管理しており、住宅の使用にあたっては、多くの義務や制限

が伴います。民間住宅とは趣旨が異なり、市民共有の大切な財産であることをご理解いただき、ご協力をお願

いします。 

 

●自治会等の活動にご協力ください。 

外灯・階段灯・集会所等の電気代や共用の水道代など、入居者が共同で使用する費用は、共益費として家

賃以外に入居者全員で負担していただきます。共益費については、入居者によって構成されている地元自治

会等が徴収・支払いを行っていますので、入居後は自治会等へ共益費をお支払いいただく必要があります。 

また、自治会による清掃活動など積極的に参加・協力をお願いいたします。 

 

●犬・猫・鳥などの飼育はできません。 

団地の中では犬・猫・鳥などの飼育はできません。入居者間のトラブルのもとになり、円滑な集団生活の大

きな支障となりますので、絶対に飼わないようにしてください。 

 

●退去の際は、負担していただく補修費用があります。 

退去の際、畳の表替えとふすまの張替え、その他破損等修繕の費用は入居者の負担となります。 

 

●暴力団員は入居できません。 

市営住宅入居者の生活の安全と平穏を確保するため、申込者や同居者が暴力団員（「暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律」第２条第６号に規定する暴力団員）である場合には入居できません。 

 

●空き部屋の発生状況について。 

空き部屋の発生状況は、例年全団地で１０戸前後です。今回の募集は、『空き部屋が発生した場合に案

内する順位を決定するもの』です。そのため、登録後すぐに入居できるというものではありませんのでご了承

ください。 



１．申込から入居までの順序

募集案内配布 ●古賀市役所管財課で配布

申込期間 ●令和８年５月２９日（金）まで

入居補欠者決定通知発送 随時発送

空き部屋発生 ●団地ごとの優先順位に従い、対象者に連絡をします。

※部屋内覧の日時を調整します。

部屋内覧

書類提出 ●部屋内覧の日から2週間以内に提出していただきます。

入居審査 ●書類提出日から２週間程度かかります。

入居決定
●市役所が入居決定を連絡した日から原則２週間以内に
　入居をお願いします。

●部屋を内覧後、入居希望の場合は入居申請の書類を
　お渡しします。

※提出書類審査のほか、条例に基づき、申込者及び同居
　者が暴力団員に該当していないか、粕屋警察署に照会
　します。
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※

※

※

※

※

※

…………

㋐

㋑

㋒

㋓

㋔

㋕ 原子爆弾被爆者で、厚生労働大臣から認定された方がいる世帯

㋖

㋗ ハンセン病療養所入所者等

㋘
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パートナーシップを宣誓された方で、パートナーと一緒に申込みする場合には、申込時にパート
ナーシップ宣誓書受領証または受領カードを提示してください。

一般世帯

６０歳以上の方
同居しようとする親族がある場合は６０歳以上の方及び満１８歳未満の方のみで構成された世帯

裁量階層世帯（※）月間所得額２１４，０００円以下

※裁量階層世帯とは、下記のいずれかに該当する世帯です

高齢者・障がい者・
子育て世帯等

２．入居申込資格
　古賀市営住宅に応募される方は次の⑴～⑼の条件を満たしていなければ、申し込む
ことはできません。なお、年齢に関しては申込日現在でご記入ください。

⑴古賀市内に引き続き３ヶ月以上住所を有し、又は市内の同一事業所に引き続
　き４ヶ月以上勤務（その１週間当たりの勤務時間が３０時間以上であるものに
　限る）している方。

⑵入居申込者が成年者の方

⑶収入基準に合う方

申込書に記入したとおりの世帯構成で入居していただきます。申込書の記載と異なる世帯構成で
入居する場合は失格です。（ただし、出生・死亡等を除きます）

夫婦の別居、父母の別居等、不自然に世帯を分離をした申込みや、他に扶養すべき人のいる親
族との同居など、特に同居する理由のない親族との申込みはできません。

内縁関係にある方（住民票で確認できる場合のみ）も申込みできます。この場合、入居審査まで
に住民票の続柄に「未届の夫」「未届の妻」と記載する届出を完了しておく必要があります。

婚約中の方が申し込まれる場合は、入居決定の日から３ヶ月以内に婚姻を証明する住民票か、
婚姻受理証明書を提出してください。たとえ入居後であっても期間内に書類の提出がない場合
は、住宅の明渡しを行っていただきます。

申込者本人は、契約後名義人となります。申込みから契約までの間に名義人の変更はできませ
ん。（申込者の死亡等により申込書に記載してある同居親族がこれに替わる場合を除きます。た
だし、単身となった場合は単身入居の資格を満たす必要があります。）

中学生までの子どもがいる世帯

　同居しようとする家族（婚約者も含む）の収入を含め、諸控除後の月間所得額（以下、「月間所得額」
とします）が次の金額であることが必要です。月間所得額の計算方法は、７～９ページを参照してくださ
い。
（１世帯で２人以上の収入がある場合は、各所得金額を合算してください。）

　　　　《収入基準》

月間所得額１５８，０００円以下

戦傷病者手帳の交付を受けている方（恩給法別表の特別項症から第６項症又は第１款症）がいる世帯

海外からの引揚者（厚生労働大臣が証明した方）で引き揚げた日から起算して５年を経過してい
ない方がいる世帯

身体障がい者（身体障害者手帳１級から４級）の方がいる世帯

精神障がい者（精神障害者保健福祉手帳１・２級程度）の方がいる世帯

知的障がい者（療育手帳重度又は中度程度（療育手帳のＢ２又はＢの軽度は除く））の方がいる世帯



原則として持家の方、及び公営住宅（県営・市営・町営・村営）の入居者の方は申込できません。

犬・猫・鳥などの飼育はできません

⑼申込者または同居しようとする親族が暴力団員（以下「暴力団員による不当な
　行為の防止等に関する法律」第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）でない
方

⑷現在、住宅に困っている方

⑸過去に古賀市営住宅（旧・古賀町営住宅を含む）に入居していた方について
　は、無断退去・家賃滞納等の不正行為をしたことがない方

⑹共同生活を円満にすることができる方

⑺家賃３か月分の敷金及び毎月の家賃や共益費等が支払える方

⑻外国人については住民票を提出できる方
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３．申込の無効、失格

次のような場合は、抽選後であっても申込を無効とします。

４．申込方法について

2ページの「２．入居申込資格」⑵の※をご確認ください。親と同居しない未成年者、または、成年
者でも親に扶養されている孫や甥・姪などとの申込は、相応の理由が必要です。申込時に理由
を記入して持参してください。理由の記入がない場合や理由の内容が適当と認められないときは
失格となります。

⑴申込方法

『古賀市営住宅入居補欠者申込書（空家待機者）』を古賀市役所管財課へご提出ください。
申込みは先着順といたします。

⑵申込書等に必要事項が記載されていないとき

⑴提出書類に不正があったとき

⑶申し込み資格がないにもかかわらず申し込んだとき

⑷家族を不自然に分割または合併して申し込んだとき

※入居審査時に申し込み資格を満たすことが予定されている場合、補欠申込は可能です。
　ただし、空き部屋発生の連絡の際に資格条件が満たされていなければ部屋内覧の案内は行
　いません。
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（あて先）古賀市長 　　令和　　　年　　　　月　　　　日

資格審査のため、市が警察署その他の関係機関に照会することに同意します。

空き部屋待機の順番を決定するための抽選については、古賀市役所管財課に委任します。

①花見団地　　　　②千鳥団地　　　　③鹿部団地　　　　④庄団地

⑤平田団地（２ＤＫ）　　　⑥平田団地（３ＤＫ）

⑦林田団地（２ＤＫ）　　　⑧林田団地（３ＤＫ）　

①花見団地（３～５階）　　②千鳥団地（３～５階）

⑤平田団地（２ＤＫ）　　　　　⑦林田団地（２ＤＫ）

生活保護の有無 有　・　無 生年月日 Ｍ・Ｔ
Ｓ・Ｈ　●・１１・１１ 年齢 46　歳

株式会社　○○○

古賀市庄２０５番地

０９２－９４２－１１５０

ふりがな

氏名

こが　はなこ

古賀　花子

こが　じろう

古賀　次郎
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単身

古賀市営住宅入居補欠者申込書（空家待機者）

調査の結果、この申込書の記載内容が事実と相違するとき又は申込者（現に同居し、又は同居しようとする親族
を含む。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員であることが
判明したときは、入居の決定を取り消されても異議はありません。

２名以上

申
込
者

住　　　　所
（住民票に記載されている住所）

〒８１１－３１９２
古賀市駅東１丁目１番１号

ふりがな

申込者氏名

こが　たろう

古賀　太郎

自宅電話番号

携帯電話番号

092-942-1111

市営住宅に入居したいので、次のとおり申し込みます。

入居希望団地（希望する団地を１ヶ所選び、○印で囲んでください）

090-1111-2222

実際の住所
（ＤＶ等で上記住所と実際の住所が異

なる場合のみ記入）

〒

同
居
者

（
申
込
者
除
く

）

身体４級
心臓機能障害

無職

障害者手帳の有無
（身体・療育・精神） 勤務先・学校

Ｍ・Ｔ
　　　　　　　・　　　・
Ｓ・Ｈ・R

Ｍ・Ｔ
　　　　●・　１２・１２
Ｓ・Ｈ・R

同・別

同居・別居

名称

住所

電話番号

歳

歳

勤務先

子 ５歳
Ｍ・Ｔ
　　　　　●・　４・　４
Ｓ・Ｈ・R

同・別

Ｍ・Ｔ
　　　　　　　・　　　・
Ｓ・Ｈ・R

妻

続柄 年齢 生年月日

44歳

障害者手
帳の有無
（身体・療
育・精神

身体４級
肝機能障
害

同・別

同・別

□□幼稚園

歳
Ｍ・Ｔ
　　　　　　　・　　　・
Ｓ・Ｈ・R

同・別

記入例



（　　無　　・　　有　　）

※有の場合は、原則申込資格がありません

(2)

1 持ち家（自宅）

→所有者・借主氏名（　　　　　　　　　　）、申込者との続柄（　　　　　）

2 持ち家（親族所有）

→所有者・借主氏名（　　　　　　　　　　）、申込者との続柄（　　　　　）

3 賃貸住宅（アパートマンション一戸建て）

4 社宅・寮

5 公社・ＵＲ

6 雇用促進住宅

7 県営住宅・市営住宅※該当する場合は、原則申込資格がありません

8 間借り

（　　60,000　　　）円

（　　4,000　　　　）円×（　１　）台

（　　　４　　　　）人、（　本人・妻・子２人　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　３DK　　 　　）部屋、（　７０　　　）㎡

(3) 市営住宅に入居しようとする者の中に現在の住宅の所有者がいますか（　　いる　　・　　いない　　）

(4) 住宅に困っている理由 ㋐家賃が高い

㋑住宅が狭い

㋒設備が不十分（足りないもの：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

㋓住宅が古く傷んでいる（建設年：　　　　　　　　　　　）

㋔他の世帯と同居している（他世帯の家族構成：　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

㋕環境が悪い（どのような：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

㋖災害の危険がある（どのような：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

㋗正当な理由で立ち退き要求を受けている

㋘通勤に不便

㋙結婚するため

㋚介護等のため、高齢者世帯との近居を希望

㋛その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現在住んでいる住宅の状況について

申込書（裏面）

●住宅困窮状況調査（該当するものを１つ選んで○印をつけ、（　）に理由及び状況をご記入ください。）

(1)
申込者所有の家
（持ち家）の有無

①住宅の種類

②家賃

③駐車場代

④入居人数と続柄

⑤部屋数と広さ

記入例
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６．所得の計算方法等

１．配偶者及び扶養親族 380,000円×（　）人

２．同居親族 （家族数－１人）

３．老人控除対象配偶者

４．老人扶養親族

５．特定扶養親族

６．寡婦

７．ひとり親

８．障がい者

９．特別障がい者

10.給与年金控除

年間所得金額

（世帯の所得金額の合計） 控除金額合計

※次ページからの計算例では、源泉徴収票や申告書で所得額や控除金額を計算していますが、

　あくまで、申込者が申し込み前に収入基準に合うかを確認するためのものです。

　入居審査の際は、別途市で確認を行います。

270,000円×（　）人
所得から所得金額調整控除
を引いた残額が270,000円以
下のときは当該所得

控除対象配偶者及び扶養親族のうち70歳以上
で所得金額が48万円以下の人

扶養親族のうち16歳以上23歳未満で所得金額
が48万円以下の人

控除の種類

円

計算した月間所得額

申込者又は同居者に所得税法第２条第１項第
３０号に規定する寡婦がある人特

別
控
除

申込者又は同居者に給与所得又は公的年金
等に係る雑所得がある人

100,000円×（　）人
100,000円未満のときは当該
所得

250,000円×（　）人

270,000円×（　）人

控除について

控除額

100,000円×（　）人

扶
養
控
除

申込者又は同居者に所得税法第２条第１項第
３１号に規定するひとり親がある人

350,000円×（　）人
所得から所得金額調整控除
を引いた残額が350,000円以
下のときは当該所得

内容

配偶者及び所得税の控除を受けている親族
（２を除く）

申込者を除く同居親族で１に該当しない人
（婚約者・内縁関係を含む）

-７-

申込者及び同居親族で
所得のある方全員分を合
計します。

※計算した月間所得額が158,000
円を超えるときは、失格となりま
す。
　ただし、裁量階層世帯（3ページ
参照）については214,000円以下
であれば入居申込が可能です。

申込者、配偶者、扶養親族及び同居親族の中
で障がいのある人

・身体障がい１・２級
・精神障がい1級
・知的障がいＡ・Ａ１・Ａ２

－
円 円

÷１２＝

400,000円×（　）人



◎給与所得者の計算例

１．配偶者及び扶養親族 380,000円×（２）人

２．同居親族 （家族数－１人）

３．老人控除対象配偶者

４．老人扶養親族

５．特定扶養親族 控除額合計

６．寡婦 1,130,000円

７．ひとり親

８．障がい者

９．特別障がい者

10．給与年金控除

所得額 控除額 月間所得額

2,760,000円 － ÷１２＝ 135,833円

第3階層  

※上記例は会社員の給与収入のみの場合ですが、本人及び同居親族が年金等の収入を得ている

　場合は、その方の所得金額（収入金額ではありません）を所得額に加算して計算します。

400,000円×（　）人

（　　　　　0円）

特
別
控
除

（100,000円）

270,000円×（　）人
270,000円以下のときは
当該所得

250,000円×（　）人

扶
養
控
除

（760,000円）

（270,000円）

（　　　　　0円）

（　　　　　0円）

350,000円×（　）人
350,000円以下のときは
当該所得

1,130,000円

270,000円×（1）人

（　　　　　0円）

控除の種類

（　　　　　0円）

100,000円×（1）人
100,000円未満のときは
当該所得

控除額

100,000円×（　）人

家族構成（３人）
○名義人（４１歳）会社員
○妻 （３９歳）無収入

○子 （ ４歳）無収入

税法上の控除と該当に
なる控除の種類、控除金
額等が異なる部分が
あるため、人数を下記の
表に当てはめて計算す
る
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◎自営業の計算例

令和6年分の所得税の確定申告書Ｂの場合

所得
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑨

⑪

⑫

勤労学生

続柄 生年月日 障害者 その他

妻 S●.●.●

子 H●.●.●

380,000円×（２）人

（家族数－１人）

所得額 控除額 月間所得額

－ ÷１２＝

９．特別障がい者

合計

配当

給与

総合譲渡・一時

400,000円×（　）人

250,000円×（１）人

270,000円×（　）人
270,000円以下のときは
当該所得

350,000円×（　）人
350,000円以下のときは
当該所得

６．寡婦

不動産

控除額

○○　○○

控除

利子

100,000円×（　）人

2,000,000

雑

７．ひとり親

８．障がい者 270,000円×（　）人

１．配偶者及び扶養親族

第１階層

2,000,000円 1,010,000円 82,500円

配
偶
者
や
親
族
に

関
す
る
事
項

⑳
～

㉓

所
得
金
額

本
人
に
関
す
る

事
項

⑰
～

⑳

営業等

農業

□年調以外
かつ専修学
校等

事
業

特別
障害者

障害者

2,000,000

（　　　　　0円）

（250,000円）５．特定扶養親族

公的年金等

その他

ひとり親□死別　　□生死不明

1,010,000円

（　　　　　0円）

氏名

○○　○○

（760,000円）２．同居親族

（　　　　　0円）

控除額合計

３．老人控除対象配偶者

４．老人扶養親族

扶
養
控
除

控除の種類

（　　　　　0円）

（　　　　　0円）

□離婚　　□未帰還

寡婦

特
別
控
除

100,000円×（　）人
100,000円未満のときは
当該所得

（　　　　　0円）10．給与年金控除

家族構成（３人）

○名義人（５０歳）自営業

○妻 （４７歳）無収入
○子 （２１歳）学生

税法上の控除と該当に
なる控除の種類、控除
金額等が異なる部分が
あるため、人数を下記の
表に当てはめて計算す
る
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７．各団地の詳細情報、家賃一覧

風呂釜

・浴槽
世帯区分

設置 収入階層

状況 104,001～ 139,001～

1 中層５ Ｓ47 30 6、4.5、3、ＤＫ 無

2 中層５ Ｓ48 30 6、4.5、3、ＤＫ 無

A 中層５ Ｓ52 30 6、6、4.5、ＤＫ 無

B 中層５ Ｓ53 20 6、6、4.5、ＤＫ 無

C 中層５ Ｓ54 20 6、6、4.5、ＤＫ 無

D 中層５ Ｓ55 20 6、6、4.5、ＤＫ 無

鹿
部

日吉
３丁目 A,B 簡易２ Ｓ56 10 6、6、6、Ｋ 有

A 中層３ Ｓ62 18 6、6、6、ＤＫ 有

B 中層４ Ｈ３ 16 6、6、6、ＤＫ 有
※１階４戸
高齢者・障
がい者向け

C 中層４ Ｈ２ 16 6、6、4.5、ＤＫ 有

中層３ Ｈ14 7 6、6、ＤＫ 有
単身での
入居可

18,200 ～ 21,000 ～ 24,000 ～ 27,100 ～ 30,900 ～ 35,700 ～

中層３ H15 10 6、6、ＤＫ 有
単身での
入居可

18,200 ～ 21,100 ～ 24,100 ～ 27,200 ～ 31,000 ～ 35,800 ～

中層５ H17 5 6、6、ＤＫ 有
単身での
入居可

中層５ H17 20 6、6、6、ＤＫ 有

中層４ H19 4 6、6、ＤＫ 有
単身での
入居可

中層４ H19 20 6、6、6、ＤＫ 有

※平田団地と林田団地のみエレベータが設置されています。その他の団地は階段のみです。

10,600

10,900

月間
所得額 104,000

構造 戸数 間取り

一般世帯及び障がい者・高齢者世帯等

28,000

35,500

14,200 16,400 21,200

26,900

24,200

123,000 139,000

団
地
名

所在
地

建設
年度

棟

3階～5階
のみ

単身での
入居可

※平田団地についてはタイプ別で家賃が異なります。

※庄団地のB棟1階部分4戸については高齢者・障がい者向け住宅のため、同居者に60歳以上の人あるいは
  歩行困難等の障がい者を含むことが入居条件です。

※駐車場が併設されているのは平田団地と林田団地のみです（必ず確保できるとは限りません。）
   その他の団地については、近隣の民間駐車場を借りる、もしくは管理人さんにお尋ねください。

※敷金は家賃の3ヶ月分です。

※災害等により入居希望者が別にある場合、補欠順位を変更させていただく場合もありますので
  ご了承ください。

0～ 123,001～

障がい者・高齢者世帯等

第１階層 第２階層 第３階層 第４階層 第５階層 第６階層

158,001～

35,200

18,600 21,000 24,000 27,700

158,000

林
田

米多比
1307

B

23,700 26,700 30,500

20,90018,100

18,800

23,900 30,800

18,800 21,700 24,900 28,100 32,100

14,100 16,300

17,900 20,700

37,000

平
田

29,200

中層３ H15 16 6、6、6、ＤＫ

17,200 19,600 22,100

18,800 21,700 24,800 27,900 31,900

25,300

36,800
青柳町
1236

14,800 17,100

中層３ Ｈ14 15 6、6、6、ＤＫ 有

有

37,800

14,900

28,000 31,600 36,100

19,500 22,100 25,200 29,100

庄 今の庄
２丁目

28,700

25,600 29,500

26,500 29,900 34,200 39,400

32,800

25,100 28,90014,700

25,400

20,100 23,200

21,200 24,500

19,300 22,200

28,000

19,100 21,600

41,700

15,000 17,300 19,800 22,400

19,400 21,900

24,700 28,500

12,100 13,700 15,700 18,100

18,500

18,800 21,200 24,300
千
鳥

千鳥
２丁目

14,000 16,200

14,300 16,500

17,000

14,500 16,700

3階～5階
のみ

単身での
入居可

12,300

186,001～

23,900 27,600

14,000 16,200

186,000 214,000

A

B

A

令和7年4月から令和8年3月までの家賃  単位：円

花
見

花見東
３丁目

8,200 9,500

9,200

20,900
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